
第４次江田島市地域福祉計画（素案）に対する御意見への回答 

 

 ※いただいた御意見については、趣旨を損なわない範囲で加工させていただいています。 

意見 

No. 

該 当 

ページ 
意 見 内 容 回    答 

1 － ・活動組織の社会福祉協議会と 22地区のまちづくり協議会の関係

性はどのようになるのか。連携・役割分担について整理は可能か。 

・市社会福祉協議会は、社会福祉法第 109条の規定による、「社会福

祉を目的とする事業の企画及び実施」「社会福祉に関する活動への住

民の参加のための援助」「社会福祉を目的とする事業に関する調査、

普及、宣伝、連絡、調整及び助成」の事業を行うことにより、地域

福祉の推進を図ることを目的とする団体です。地域福祉活動の中心

となる団体であり、現にまちづくり協議会など地域との連携・協力

を行っています。このため、その連携・役割分担について、明記し

ていません。 

 

2 － ・計画を実現する主体となるのが明確となるよう、可能であれば、

行政の場合は担当部署名、市民サイドであれば社会福祉協議会や

まちづくり協議会など市民の活動団体名を明記してはどうか。 

・本計画を推進するに当たっては、地域共生社会の実現が最も重要

な視点であると考えています。行政組織内であっても、分野横断的

に連携をして取り組む必要があるもの、市民サイド（地域）におい

ても、地域福祉活動を行っているまちづくり協議会をはじめとする

地域に関わる全ての方が、「自助・互助」の役割として、まちづくり

を進めていく必要があると考えています。そのため、特定の部署や

特定の団体を明記していません。 

 

3  ・広島県が令和 6年 1月に意見募集を予定している「第 2期広島

県地域福祉支援計画」とのすり合わせはできているのか。 

・県の地域福祉支援計画においては、目指すべき姿の実現のため、「Ⅰ 

地域共生社会に対する理解の促進」「Ⅱ 多様な主体による支え合い

の促進」「Ⅲ まるごと相談支援体制の構築」「Ⅳ つなぎ・つながる

機能の充実・強化」「Ⅴ 支援につながりにくい人・世帯へのアプロ

ーチ」「Ⅵ 総合的な権利擁護体制の構築」の 6つの柱を掲げていま

す。地域福祉を推進するに当たっては、地域の実情があるものの、

共通の視点であると思います。本市の地域福祉計画においても、こ

れらの視点により、取り組む事項を掲げており、整合性は図られて

いると考えています。 

 

4 7・8 ・P7、8の図において「こども計画」にのみ注書きで令和 6年度策

定予定としているが、これから策定予定の第 3次江田島市総合計

画や第 3期人口ビジョン・総合戦略、第 2期広島県地域福祉計画

といった上位系計画及び子ども・子育て支援事業計画などについ

ても注書きがあった方が良いのではないか。また、実際に上位計

画と整合させる作業はどのタイミングで行うことになるのか。 

 

・この図は、地域福祉計画の位置付けについて、現存する関連計画

等を示したものです。このうち、こども計画については、現在策定

していない計画であるため、注書きとしています。また、市総合計

画は、令和 5年度に基本構想を策定し、令和 6年度に基本計画・実

施計画を策定します。その中で、本計画に掲げる取組について盛り

込んでいきます。 

5 7・8 ・総合計画や総合戦略の方針に沿って策定し、県の計画を踏まえ

るとなっているが、来年度になって、場合によっては改訂するよ

うなことがあるのか。5年単位、10年単位の計画策定が多い中、

なぜ、6年ごとの改定となっているのか。 

・社会情勢の変化等があった場合には、内容についての見直しをす

る場合がありますが、直ちに来年度に計画を改訂することは想定し

ていません。計画期間については、他の福祉・保健分野の計画との

調整が必要であることから、6年間の計画期間としています（8ペー

ジを参照してください。）。 

 

6 － ・社会福祉協議会の地域福祉活動計画は誰が策定するのか。地域

福祉計画と同時期で行わないのはなぜか。 

・地域福祉活動計画は市社会福祉協議会が策定されます。この地域

福祉活動計画は、市が策定する地域福祉計画の取組の方向性などを

踏まえ、市社会福祉協議会事業の整理分析をした上で、地域福祉活

動の効果的な実施方法などを盛り込むものです。このため、同時期

に策定を行わないこととされています。なお、市社会福祉協議会で

は、現在、令和 2年度から 6年度までの「第四次地域福祉活動計画」

を策定されています。 

 

7 － ・今後どのような手続きで策定の運びとなるのか。「素案」の次に

「案」として再度意見募集があるのか。 

・「案」としての意見募集は行いません。「素案」に対する御意見等

を踏まえ、市保健福祉審議会において、意見をいただきます。 

 

8 12 ・将来推計人口は、令和 5年末に最新の推計値が公表されたため、

差し替えをしたほうが良いと思う。 

・令和 2年国勢調査に基づく将来推計人口に差し替えます。併せて

13ページの「人口ピラミッド」も差し替えます。 

 

 


